




第１条（総則）
１．当社の取締役または監査役（以下役員という）が退職したとき、または役掌が大きく変更したときは、株主総会
の決議を経て役員退職金を支給することができる。

第２条（目的）
１．本規程は、役員の退職（勇退）に際し、役員在任期間中の功労に報い、退職後の生活の安定を図ることを目的と
する。

２．役員が在職中に死亡した場合には、その遺族の生活を保障することを目的とする。








